
厚生労働科学研究費補助金等における事務委任を行った 

場合の国庫補助金の受領の委任について 
（平成１３年１０月２５日厚科第４７２号厚生科学課長決定） 

（平成１４年６月２０日 一部改正） 

（平成２３年３月３１日 一部改正） 

（平成２８年３月３１日 一部改正） 

１ 趣旨 

厚生労働科学研究費補助金及び厚生労働行政推進調査事業費補助金

（以下「補助金」という。）について、平成１３年７月５日厚科第３３２

号厚生科学課長決定（以下「第３３２号課長決定」という。）により、補

助金の管理及び経理の事務を研究者が所属機関の長へ委任することとし

たところであるが、さらに補助金の経理事務の簡素化を図る観点から、そ

の場合における補助金の受領の委任について定める。 

２ 補助金の受領の委任について 

研究代表者は、第３３２号課長決定に基づく事務委任を行った場合には、

当該補助金の受領を所属機関の長に委任することができることとする。 

なお、その場合にあっては、別紙様式例１及び２によりあらかじめ、 

研究代表者が所属機関の長へ委任し、承諾を得るものとする。 

３ 補助金の請求について 

交付決定通知を受けた研究代表者は、別紙様式例３により、補助金の支

払いを請求するものとするが、補助金の受領を、所属機関の長に委任した

場合は、別紙様式例４により、請求するものとする。 

附則（平成２８年３月３１日改正） 

この変更は、平成２８年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成２７年

度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。 


